
第１４号議案 

 

   加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

加東市長 岩 根  正  

 

加東市条例第  号 

 

   加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 加東市一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年加東市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表により、次の各号に掲げるとおり改正する。 

 (1) 改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

 (2) 改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分で、改正前の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

 (3) 改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分で、改正後の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 

 (4) 改正前の欄及び改正後の欄に対応して掲げるその標記部分に下線を付した規定（以下「対象規定」という。）で、その標記部分が異

なるものは、改正前の欄に掲げる対象規定を改正後の欄に掲げる対象規定として移動する。 

改   正   前 改   正   後 

（住居手当） （住居手当） 



第２０条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給

する。 

(1) 自ら居住するための住宅（貸間を含む。次号において同じ。）

を借り受け、月額１６，０００円を超える家賃（使用料を含む。

以下同じ。）を支払っている職員（市が設置する公舎を貸与さ

れ、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除

く。） 

(2) 〔略〕 

２ 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な

事項は、規則で定める。 

（通勤手当） 

第２１条 〔略〕 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間（通勤手当の支給

の単位となる期間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を

第２０条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給

する。 

(1) 自ら居住するための住宅（貸間を含む。以下この条において

同じ。）を借り受け、月額１６，０００円を超える家賃（使用料

を含む。以下同じ。）を支払っている職員（市が設置する公舎を

貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員

を除く。） 

(2) 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 次の各号のいずれにも該当する職員に支給する住居手当の月

額は、前項の規定にかかわらず、同項第１号に定める額に、５,０

００円を加算した額とする。 

 (1) 第１項第１号に掲げる職員 

 (2) 市内の住宅に居住する職員 

 (3) ４０歳に達する日の属する年度の末日までの間にある職員 

４ 前３項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な

事項は、規則で定める。 

（通勤手当） 

第２１条 〔略〕 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間（通勤手当の支給

の単位となる期間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を



単位として規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあっ

ては、１箇月）をいう。）につき、規則で定めるところにより算

出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相

当する額（以下「運賃等相当額」という。）とする。ただし、運

賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下「１箇

月当たりの運賃等相当額」という。）が５５，０００円を超える

ときは、支給単位期間につき、５５，０００円に支給単位期間

の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交通機関等を利用す

るものとして当該運賃等の額を算出する場合において、１箇月

当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０００円を超えるとき

は、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期間の月数を

乗じて得た額）とする。 

 

 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、

支給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短

時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮し

て規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で

定める割合を乗じて得た額を減じた額）とする。 

 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」と

いう。）が片道５キロメートル未満である職員 ２，０００円 

単位として規則で定める期間（自動車等及び自動車等の駐車の

ための施設（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満

たすものに限る。第３項において「駐車場等」という。）に係る

通勤手当にあっては、１箇月）をいう。）につき、規則で定める

ところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する

運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相当額」という。）とす

る。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た

額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」という。）が６６，４

００円を超えるときは、支給単位期間につき、６６，４００円

に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交通

機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合

において、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が６６，４０

０円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間の

うち最も長い支給単位期間につき、６６，４００円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額）とする。 

(2) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、６６,４０

０円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて

規則で定める額（定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単

位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっ

ては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額

を減じた額）とする。 

〔削る〕 

 



イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未

満である職員 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル

未満である職員 ７，３００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル

未満である職員 １０，４００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル

未満である職員 １３，５００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル

未満である職員 １６，６００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル

未満である職員 １９，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル

未満である職員 ２２，８００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル

未満である職員 ２５，９００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル

未満である職員 ２９，１００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル

未満である職員 ３２，３００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル

未満である職員 ３５，５００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３８，

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

 

〔削る〕 



７００円 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自

動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事

情を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号に定める額（１

箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５

５，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に

当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額

又は前号に定める額 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、

規則で定める期間）に係る最初の月の規則で定める日に支給す

る。 

 

 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自

動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事

情を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号に定める額（１

箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が６

６，４００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につき、６６，４００円に

当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額

又は前号に定める額 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、駐車場等を利用し、

その料金を負担することを常例とするもの（規則で定める職員を

除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５,０００

円を超えない範囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当

する額として規則で定める額 

 (2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による

額 

４ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、

規則で定める期間）に係る最初の月（当該月に通勤手当を支給す

ることが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌

月）の規則で定める日に支給する。 



４ 〔略〕 ５ 〔略〕 

備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



   加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

  人事院勧告に準じた通勤手当の拡充を行うとともに、職員の市内居住を促進し、災害時

における迅速な初動体制を確保するため、住居手当額を引き上げる改正を行うものである。 

 

２ 改正内容  

 (1) 市内に居住する４０歳に達する日の属する年度の末日までにある住居手当受給職員

の住居手当の額を定めること。（第２０条関係） 

 (2) 通勤手当の月当たりの支給限度額を引き上げ、区分を細分化し規則へ委任するととも

に、駐車場を使用する職員に対し駐車場代を通勤手当として支給する規定を設けること。

（第２１条関係） 

改正前 改正後（規則委任） 

距離区分 手当額 距離区分 手当額 

５km 未満～６０

km 未満 

２,０００円～ 

３５,５００円 

５km 未満～６０km 未満 ２,０００円～ 

３５,５００円 

６０km 以上 ３８,７００円 ６０km 以上６５km 未満 ３８,７００円 

 ６５km 以上７０km 未満 ４２,２００円 

７０km 以上７５km 未満 ４５,７００円 

７５km 以上８０km 未満 ４９,２００円 

８０km 以上８５km 未満 ５２,７００円 

８５km 以上９０km 未満 ５６,２００円 

９０km 以上９５km 未満 ５９,６００円 

９５km 以上１００km 未満 ６３,０００円 

１００km 以上 ６６,４００円 

 

３ 市財政への影響 

  住居手当の引上げにより、年間２,４６０千円の支出増となる。 

 

４ 施行期日  令和８年４月１日 

第１４号議案 要旨  


